
広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業に関するアンケート調査結果 

                                       健康づくり推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ きっかけ 

(1) この事業をどこ（何）で知りましたか。（複数回答可） 

病院の案内・

チラシ 

ウィッグ販売

店の案内・チ

ラシ 

広島県のホー

ムページ 

病院、理美容

院、ウィッグ

販売店以外の

案内・チラシ 

理美容院の案

内・チラシ 

その他 

（テレビ・ラジ

オ、新聞、インタ

ーネットなど） 

472 233 75 48 36 90 

65.3% 32.2% 10.4% 6.6% 5.0% 12.4% 

 

(2) ウィッグに対する助成金は、ウィッグを購入する動機になりましたか。 ※複数回答あり 

 

 

 

 

 

 

(3) ウィッグの購入に当たって、誰かのサポートはありましたか。（複数回答可） 

家族 医療スタッフ 理美容師 
サポートはなかっ

た 

その他 

（ウィッグ販売店の

スタッフ、友人・知

人など） 

337 264 170 117 83 

46.6% 36.5% 23.5% 16.2% 11.4% 

 

２ ウィッグ購入の感想 

(1) ウィッグの購入に当たって、困ったことや悩んだことはありましたか。（複数回答可） 

ウィッグ装着時の

見た目 
ウィッグの金額 ウィッグの購入先 

ウィッグの装着感

（肌への影響等） 

その他 

（アフターケア・品

質保証がないなど） 

510 494 280 270 29 

70.5% 68.3% 38.7% 37.3% 4.0% 

                            

(2) ウィッグの購入に当たって、結果的に何を一番重視しましたか。 ※複数回答あり 

ウィッグ装着時の

見た目 
ウィッグの金額 

ウィッグの装着感

（肌への影響等） 
ウィッグの購入先 

その他 

（アフターケア・メ

ンテナンスなど） 

464 164 116 61 13 

64.2% 22.7% 16.0% 8.4% 1.8% 

なった 
なっていない（助成なしでも

購入する予定だった） 

その他 

（買い替え・追加購入など） 

458 245 16 

63.3% 33.9% 2.2% 

回収日  第１回（令和４年８月 24日）、第２回（令和４年９月 30日）、第３回（令和４年 11月 14日）、 

第４回（令和４年 12月 16日）、第５回（令和５年１月 16日）、第６回（令和５年２月 15日）、 

第７回（令和５年３月 15日）、第８回（令和５年４月 14日）、第９回（令和 5年 5月 19日） 

対 象  令和４年度中に助成金交付を受けた個人（945人）  

方 法  アンケート用紙を郵送 

回答はＱＲコードを読み取りＷＥＢにより送信又は郵便により返送 

回答数  723（回収率 76.5％） ※紙回答 594 ＷＥＢ回答 129 



 (3) ウィッグを購入する前と比べて、気持ちや行動に変化はありましたか。（複数回答可） 

気持ちが前向きに

なった 

外出や社会参加が

促された 

気持ちに変化はな

かった 

行動に変化はなか

った 

その他 

（仕事の復帰に意欲

が出た、人に会うの

が気楽になったな

ど） 

496 362 76 71 60 

68.6% 50.1% 10.5% 9.8% 8.3% 

 

３ 助成の感想 

(1) ウィッグ助成金を受けた満足度  

満足 不満 どちらとも言えない 

595 24 99 

82.3% 3.3% 13.7% 

 

(2) 助成金額（購入費の５割、上限５万円）の妥当性 ※複数回答あり 

妥当 少ない 多い 

465 231 12 

64.3% 32.0% 1.7% 

 

４ 主なご意見・ご要望 

(1) ウィッグ購入費助成事業の制度に関するご意見・ご要望など 

①１回の制限について 

・今後再発し、抗がん剤治療を繰り返す可能性も多くあり、〇年間に１回とかに制度の拡充を要望。 

・ウィッグは古くなるので、最初のウィッグ購入日から２年目以降も助成対象にしてほしい。 

・ウィッグ助成後、がんが再発した場合は、再度助成申請ができるようにしてほしい。 

②５万円の上限額について 

・助成金の上限額が他県に比べて高い。 

・助成額が 1人には少しずつでも、より多くの方にこの制度が使われてほしい。 

・全体的にウィッグは高額なので助成上限額をより高くしてほしい。 

・上限は５万円でも良いが、助成割合を上げるか無しにしてほしい。                             

③助成対象について 

・ウィッグの手入れ、医療向け帽子、外見ケアグッズ等も助成対象にしてほしい。 

・ウィッグの形状維持のためのスタンド、シャンプーなどの関連品も助成対象にしてほしい。 

・乳がん患者のための補正下着（ブラジャー、パットなど）も助成対象にしてほしい。 

・頭頂部がネットタイプのウィッグも助成対象にしてほしい。 

④申請手続きについて 

・申請窓口を増やしてほしい。（市・区役所や町役場など） 

・インターネットによる申請もできるようにしてほしい。 

・申請書類を簡素化してほしい。 

・審査～振込までの期間を短縮してほしい。 

(2) 助成を利用しての感想 

・患者となり、この配慮を頂いたことはありがたく、頑張る勇気にもなりました。継続していただけるこ

とを希望します。 

・このたびは申請後、速やかに受理して下さり、ありがとうございました。助成していただいたウィッグ

を大切に使わせていただき、前向きに治療をがんばりたいと思います。 

・闘病を応援してくれているという心強さを感じた。 

・助成事業がある事を多くの人に認知してもらうために広く啓発活動をしてほしい。 


